
令和５年 7月３日 

 

保護者の皆様 

 

愛知県立刈谷北高等学校長 山本 真由美 

 

「ラーケーションの日」について 

 

盛夏の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、愛知県では、子供の学び（ラーニング）と保護者等の休み（バケーショ

ン）を組み合わせた、平日だからこそできる学校外での主体的・体験的な学びを

応援するための「ラーケーションの日」をスタートします。 

つきましては、本校における導入時期、届け出の方法、「ラーケーションを取

ることができない日（期間）」を次のとおり定めましたので、県教育委員会が作

成した保護者用リーフレットとあわせてご確認いただくようお願いします。 

 

１ 導入時期    

令和 5年１０月１７日（火）から 

２ 届け出の方法 

「ラーケーションの日」届け出用紙により、保護者から担任へ届け出

てください。（ホームページからダウンロードしてください） 

３ 本校の「ラーケーションを取ることができない日（期間）」 

  （計画表をお子様にお渡し致します。） 

・  定期考査期間中 

・  学校行事 

４ その他 

・ 学割が必要な人は、担任へ申し出て旅行届を提出してください。  

担 当 教頭 足立、古居 

                  連絡先 ０５６６－２１－５１０７ 


